
マイスマイル農業合理化研究会規約   
 
第１章 総 則 
（名称） 
第１条 本会は、マイスマイル農業合理化研究会と称する。 
（目的） 
第２条 本会は、すべての農業に関する作業等を見直し、肥料、農薬、農業機械等のコス

ト削減をお互いに研究し、その成果を農業に生かし、互いの資質向上と営農合理化の推進

を目的とする。 
また、その目的達成のために農林水産省の水田経営所得安定対策に加入し、ＮＰＯ法人「日

本ＧＡＰ協会」の手法を取り入れ、環境に配慮し「食の安全」に寄与する。 
（事務所） 
第３条 本会の事務所は、白河市東工業団地北１１番地 白河精米工業株式会社に置く。

（事業） 
第４条 本会は第１条の目的を達成するため次の研究を行う。 
（1） 施肥の合理化と土づくり推進の研究を行う。 
（2） 農業機械の共同利用による作業合理化を推進する。 
（3） 農薬の削減を目的としてＩＰＭのレクチャーを専門家から受ける。 
（4） 化石燃料削減のために農作業全般を見直しその達成のためにあらゆる努力を行う。 
（5） 上記達成のためにＮＰＯ法人「日本ＧＡＰ協会」の指導員の指導を受ける。 
第２章 会 員 
（会員及び賛助会員の資格） 
第５条 第２条に定める目的に賛同する農業者は、すべて本会の会員となることができる。 
2 本会は、正当な理由がない限り農業者の加入を拒んではならない。 
3 法人、組合等の団体は、総会で表決権を有しない賛助会員になることができる。 
（会費） 
第６条 会員又は賛助会員は、定める会費を納入しなければならない。会員 10，000 円、 
賛助会員 30，000 円、不足分は都度実費徴収とする。 
（入会） 
第７条 第２条に定める目的に賛同する農業者で本会に入会しようとする者は、会長に届

け出なければならない。 
2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由を拒んではならない。 



（退会等） 
第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 
（1） 第２条に定める目的に賛同しなくなった場合。 
（2） 本人より退会届が会長に提出された場合。 
第３章 役 員 
（役員の種別） 
第９条 本会に、次の役員を置く。 
（1） 会長  1 人 
（2） 副会長 1 人 
（3） 会計  1 人 
（4） 監事  1 人 
（役員の選任） 
第１０条 役員は、総会において、会員の中から選任する。 
2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 
（役員の職務） 
第１１条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 
3 監事は、次に掲げる業務を行う。 
（1） 本会の会計及び資産の状況を監査すること 
（2） 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること 
（3） 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総

会に報告すること 
（4） 前号の報告をするため必要あると認めたときは、総会の招集を請求すること 
（役員の任期） 
第１２条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 
第４章 総 会 
（総会の種別） 
第１３条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
（総会の構成） 
第１４条 総会は、会員をもって構成する。 
（総会の機能） 
第１５条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決



する。 
（総会の開催） 
第１６条 通常総会は、毎年度決算終了後 1 箇月以内に開催する。 
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
（1） 会長が必要と認めたとき 
（2） 全会員の 2 分の 1 以上から会議の目的にたる事項を示して請求があったとき 
（3） 第１１条第３項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき 
（総会の招集） 
第１７条 総会は、会長が招集する。 
2 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求があ

った日から 20 日以内に臨時総会を招集しなければならない。 
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、

開会の日の 10 日前までに文書をもって通知しなければならない。 
（総会の議長） 
第１８条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 
（総会の定足数） 
第１９条 総会は、会員の 2 分の 1 以上の出席がなければ、開会することができない。 
（総会の議決） 
第２０条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
（会員の議決権） 
第２１条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。 
（総会の書面表決等） 
第２２条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事

項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決委任することができる。 
2 前項の場合における第１９条及び第２０条の規定の適用については、その会員は出席し

たものとみなす。 
（総会の議事録） 
第２３条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
（1） 日時及び場所 
（2） 会員の現在数及び出席数 
（3） 開催目的、審議事項及び議決事項 
（4） 議事の経過の概要及びその結果 
（5） 議事録署名人の選任に関する事項 
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二名以上が署名押印し

なければならない。 



第５章 役員会 
（役員会の構成） 
第２４条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 
（役員会の機能） 
第２５条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
（1） 総会に付議すべき事項 
（2） 総会の議決した事項の執行に関する事項 
（3） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
（役員会の招集等） 
第２６条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 
2 会長は、役員の 2 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の

請求があった日から 20 日以内に役員会を招集しなければならない。 
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

て、少なくとも 10 日まえまでに通知しなければならない。 
（役員会の議長） 
第２７条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 
（役員会の定足数等） 
第２８条 役員会には、第１９条、第２０条、第２２条、及び第２３条の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは

「役員」と読み替えるものとする。 
第６章 資産及び会計 
（資産の構成） 
第２９条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
（1） 財産目録に記載された資産 
（2） 会費 
（3） 活動に伴う収入 
（4） 資産から生ずる収入 
（5） その他の収入 
（資産の管理） 
第３０条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 
（資産の処分） 
第３１条 本会の資産で第２９条第１号に掲げるもののうち別に総会において定めるもの

を処分し、担保に供する場合には、総会において 2 分の 1 以上の議決を要する。 
（経費の支弁） 
第３２条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
（事業計画及び予算） 



第３３条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決

を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 
（事業の報告及び決算） 
第３４条 本会の事業報告及び決算は、会長か事業報告書、収支決算書、財産目録等とし

て作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３月以内に総会の承認を受けなければな

らない。 
（会計年度） 
第３５条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、12 月 1 日に終わる。 
第７章 規約の変更及び解散 
（規約の変更） 
第３６条 この規約は、総会において総会員の 4 分の 3 以上の議決を得なければ変更する

ことができない。 
（解散） 
第３７条 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の 4 分の 3 以上の承諾を得なけ

ればならない。 
（残余財産の処分） 
第３８条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の 2 分の 1 以上の

議決を得て、分配するものとする。 
第８章 
（備付け帳簿及び書類） 
第３９条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 
（1） 規約 
（2） 会員名簿 
（3） 認可及び登記等に関する書類 
（4） 総会及び役員会の議事に関する書類 
（5） 収支に関する帳簿及び財産目録等資産の状況を示す書類 
（6） その他必要な帳簿及び書類 
（細則） 
第４０条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、細則で定めるものと

する。 
附則 
1 この規約は平成 21 年 1 月 1 日から施行する。 
 
 
 
 



 
マイスマイル農業合理化研究会会員名簿 
 
                            平成 21 年 1 月 1 日現在 
矢  内  照  美 白河市関辺吉ｹ沢 132 22-6825 会   長 
大  輪  幹  夫 白河市舟田 87 22-6825 副 会 長 

野  木  富士男 中島村滑津元村 61 52-2320 会   計 

緑  川  和  夫 白河市関辺瀬戸谷地 135 22-6647 監   事 

佐  川  家  光 白河市関辺川前７ 27-3192  

菊  地  一  朗 白河市関辺中道上 17 22-7716  

近 藤  幸二郎 白河市表郷堀之内字堀ノ内 191 32-2568  
野 木  幸 重 中島村滑津御蔵場 15 52-2868  
片  野  儀一郎 白河市桜町 147 22-3151 GAP 指導員 
白河精米工業(株) 白河市東工業団地北１１ 34-3383 賛助会員 
農家の店 つくしんぼ 白河市関辺字上の台 106 22-6777 賛助会員 
菅 野  とし子 白河市東工業団地北１１ 34-3383 事務担当 

 


